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設
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が
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め
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特
段
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る
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に
慮
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配
嘗
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ば
其
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さ
が
利
益
の
似
値
を
超
え
な

い
こ
ε
に
利
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し
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な
ろ
こ
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施
設
の

利
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ぽ
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ら
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、
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制
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瀾
枇
導
を
許
す
方
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＼
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。
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園
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住
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に
嚇
し
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説
き
な
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り
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に
庭
園
挽
に

つ
き
て
も
特
別
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一
文
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草
し
た
こ
と
が
あ

る
か
ら
、
今
暫

ら
く
重

囲

ね

て
説

く
を
休

め
、
特

に
間
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税

に
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し
て
考

慮

し
投
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埴
思

ふ
。
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で
此

は
多
翁
、
外
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に
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乃
特
別
課
徴
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方
法
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は
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(註
=
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叢

る
の
で
も
な
い
。
.
一
定
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る
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る
。
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次
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す
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Y
す
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。
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後
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嫌
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.
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。
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燭
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濁
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薦
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藷
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藷
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述
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四
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五
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五
二
四

恥

い
ふ
こ
ミ
で
あ

る
。

(駐
五
)

米
國
艮
て
に
、
此
が
先
づ
鯉
青
に
入
り
、

一
六
九

「
年

の
州
法

に
採

用
さ
れ
た
。
其
に
英
国
法

に
倣

つ
瓦
も
の
で
あ
り

、
此
が
段

々
ピ

一

の

般

に
米

国

に
行

に

ろ

N
ε

ε
な

「つ
た
。

(註
穴
)

バ
ス
テ
ー
プ
〃
は

、
此

が
公
平
に
、
米
国
産
物

ξ
い
ふ
こ
ご
心
得

る
。
一

坐
ハ
F
廣
音
獲
遙
な
與
え
た
の
ぱ
米
圃
立
法

の
効
に
蹄
ぜ
ら

ゐ

ε
い
ふ
。
其
の
如
何

」
米
国
に
殿
達

し
た
か
の

「
例
な
示
で
爲
め
に
、
セ
リ
グ

マ
ン
の
拳
ぐ
ろ
所
に
依
れ
ば

一
八
九

一
年
に
紐
育
市

に
て
二
百
四

.

畜

強

土
・
取
入
塞

げ
二

人
九
皐

㌻

・
・
市
に
天

直
土
+
丸
環

塞

げ
誼

璽

響

り
夫

で
あ
っ
を

ゴ

程
で
あ
㌔

註

t
)

ロ
ー
ズ
・
亨

↑

接

を

、
此
原
則
翁

用
に
っ
き
、
佛
國
で
に
巽

が

「
六
七
二
書

遡
・
・
蒔

・
堕

・肇

露

が
農

げ
.

ら
れ

た
、」
さ

19
、
斯

か
ろ
改
良
渠

依

っ
て
利
益

ゴ
る
家
屋
の
持
ま
が
需
用
為
貢
献
マ
ベ
善
で
な

い
か
㊥
問
題
が
起

っ
て
、
既

に
屡

々
肯

定
的

に
定

め
ら
れ
奪

い
ふ
こ
モ

あ
秘

も

〔註

八

}

セ
リ

グ

マ

ソ
に
佼

ろ
。
荷

ほ

グ
ブ
イ

ヌ
に
佐

跨

ざ
。

佛
國

に
て
も

、、
市

に
於

け

ろ
改

頁

、
難
路

掃

除

、
撒
水

、
敷
石

、
及

揃
踏

建
設

の
矯

め
に
爲

さ
ろ
＼
特
別
支
禁

あ

を

い
ふ
ミ

で
あ
恥

護

些

醤

の
地
方
醤

物
法
第
九
條

芝

窺

寇
し
て
居

・
。

バ
L
デ

・
に
も
規
定

青

ヂ

・
ル
翌

・
ル
・
に
も
律

義

が
認
め
ら
れ
・

.

プ
ラ

ウ

ン

シ
ユ
ワ
イ

ヒ
、

リ

ユ
ワ
ル

ツ
プ

ル

グ
ソ

ン
ダ
!

ス

ハ
ウ

ゼ

ン
に
て
ば
善

書
同

様

に
規
定

ぜ
ら
れ

、
ア

ン

ハ
ル
ト
、
ザ

ク

セ

ン

マ
イ

ニ

ン

グ

ノ
、
サ
。
べ
に
も
此
が
あ
り

、

ヘ
ソ
セ
あ

『
ア
ウ

ス
シ
う

-

ゲ
』
芝

旨

り

、
ナ
ル
デ
y
プ

ル
グ
に
は
些

ト
つ
高

文
が
な

く
・
實
際

に
て
も
此
が
勢

財
政
5

、
頗

・
低

い
役
黒

雲

、
.バ
・

湧

・
に
て
呈

編

著

特
別
規
定
に
な

い
・
讐

養

・
新
藷

の
建
設

に
つ

る

き

市

町
村

よ
り

支

出

さ

る

㌧
金

額

が
之

に
依

っ
て
齎

ら

さ
る

b
。

(註

δ

∀

ニ
ッ
チ
に
依

る
・、
、
伊
太
利
叢

、
故
塁

事
の
爲

め
に
、
特
別
貢
献
窺

遣
し
隆

婁

務
的
斗

ろ
の
法
律
に
な

い
・
併

し
公
共

さ

エ
事

の
立
法

の
中
に
、
英
米
の
法
律
の
其

に
類
似
L
た
諸
多
の
取
計
が
あ
ろ
ピ
い
ふ
ε
で
あ

へ
酬

第
輩
段

特
別
課
徴
の
意
義
及
特
徴

19)
21)
23)
24)

騰 蝦 ・c.P.20.Seligman,1.c.P.434.20)Seligman,1.c.pP-T66-402Seliginan,1.c.P.414.22)Rosewater,1c.p.413.Grice,Nationalandlocalfinance.p.283.・翻 ・
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ラ唾

義
r

第

課
讐

は
何
奮

い
へ
ば
、
此
譲

府
・註
=

嘉

設
・
依
・
て
護

奪

利
益
婁

X
る
一

定

濃

内
の
者
縛

し
、
萎

用
の
蔀

を
甕

す
が
墾

に
、
其
特
段
な
・
利
盆
癒

じ
て
配
當

し
課
徴
す
る

　
物
と
.
ふ
て
票

・
う
。
曲
筆

に
つ
琶

・
の
定
葉

與
え
え

た
が
・・
三

・・私
は
彼
是
れ
考
慮
し
蕪

果

有
り
庭
に
到
達
し
た
所
で
み
る
。

.註

≡

分
澹
金
に
綴

府
印
。り地
方
團
艦
の
・
の
外
に
、
特
段
な
ろ
盟

、
・
・
、
・
・
饗

・
難

組
合
叢

・
～

の
も
あ
る

.、

.
寛

畷

あ
る
。
、
併

、
鍍

の
男

・
問
答

・
査

馨

・
み

…

ふ
養

か
・
　
・
私
の
嚢

長

考
に
出
づ
る
・

'

.註
三

.

↑
鑑

な
。
も
の
一

例
・
、
了

グ
マ
ン
・
、
擁

警

釜

於
・
企
…

　

財
・
・
於
9

纏

募

寄

集

与

。
爲
め
に
、
得
ら
れ
た
る
矯

利
奮

黒

感

じ
・
軽

・
セ

所
・
箭

・
幕

物
で
ぎ

い
ひ
・
ア
ダ
ム
ス
呈

藻

　

。
i

.ス
ウ
ナ
,
夕
占

、
特
段
な
ろ
箇
麦

匡
獲

に
、
特
・
有
利
奮

豊

摯

・
羅

の
意
緊

有
・
・
毘

・
れ
　

垂

ぜ
ら
る
盛

。
な
ろ
利
益
に
比
例
し
て
眠
徴
・
ら
…

の
で
　

・
・
ひ
・
・
ξ

　

量

・
・
下
に
重

位
霧

落

立
2
へ
　

、
此

。
に
公
共
的
。
要
の
馨

ピ
し
て
・
馨

・
村
方
・
に
て
識
者

ら
れ
讐

・
{

所
・
酵

設
立
及
馨

鶏

め
に
・
葵

謬

籔

の

面

的
叉
に
規
則
正
し
き
罰

。
寄
興
を
証

す
.、
・
ひ
、
・
イ
・
・
ン
・

・
匡

姦

雪

暮

人
が
・
附
近
土
警

利
華

齎
ら
す
所
の

公
の
需

の
翌

灘

持
に
依
り
て
等

ゐ
所
の
欝

F
、
砦

馨

・
芒

・
・
利
益
損

轡

・
孟

・・
ろ
所
の
手
躍

で
あ
ろ
・
霧

者

ば
此

・に
に
常
に
市
。
村
。
あ
ろ
毒

の
所
薯

で
め
る
・、
・
ひ
、
奪

・
募

櫓
舎

畿

公
醤

於
糞

誓

れ
虻

諒

村
施
磐

設
立

羅

嚢

持

し
、
此
・
り
義
馨

に
生
・
　

・
・
　

利
葉

・
馨

・
・
墾

・
纂

者
の
學

所
の
貨
幣
的
給
付
`
い
ひ
、
f

デ

ノ
キ

ル

.

.
。
、利
爾

係
雰

塞

・、に
、護

麦

難

が
雪

暮

芸

所
・
施
磐

・
霧

者
・
筆

・
所
の
鍍

芸

欝

去

利

益
の
爲
の
に
、賑
共
躍

一

徹
警

ら
る
』
所
・
公
法
上
・
離

物
・
、
蕎

・
・
馨

・
れ
・
・
利
奮

偵
警

從
つ
蒲

定
さ
る
一

の

で

あ

る

ピ

い
ふ
。

論

説

醤

羅

の
養
.

第
九
竺

第
四
號
-
五
ご

垂

五

灘 灘華盤難 論 轍 　1



租

税

ご
も
手
敷
料

ε
も
同

な

る
黙
で
あ

る
(註
一
三
)。
其

れ
で
あ

る
か

ち
、

も

の
と
す

る
カ
(註
一
四
)、
其

が
租

税

で
な

い
以

上
、
斯

く
い
ふ
、は
正

確

で
な

い
。

動

ご
い
ふ
の
蓮

む

べ
き
で
あ

る
。
尤
も
手
敷
料
を
租
税
に
入
る
爵

の
贋
義
の
租
誓

い
ふ
観
念
垂

五
)か
ら

い

へ
ば
、
前
者

の
如

く

い
ふ
て
も
必
中

し
も
不
當

で
な

い
。

〔警

ε

ロ
し
ス
ウ
オ
　

L
・
、
張
擢

用
接

っ
て
鷲

徴
警

・
・
ペ
ミ

・
・
於
・
・
嚇

覆

・
相
撃

似
た
り
義

・
・
特
別
課

徴

の
手
数
料

こ
の
類

似
鮎
ご
し

て
も
此

が
画
家

の
繰
税
催
の
下

に
課

ぜ
ら
ろ
」
こ
こ
々
擧
げ
て
居

肋
。

或
・
特
別
鑑

は
面

的
・
れ
ヅ蛍

手
驚

掻

意
誓

い
ふ
奮

・
・
例
之
、
・
　

ス
キ
農

業

料
の
任
意

の
利
用
に
學

る
慰

し

霧

金
曇

制
的
。
裡

る
二

ひ
、
・
ソ
チ
も
姦

料
桂

意
的
で
あ
・
。人
に
牽

詮

な
い

ミ

が
出
來
ろ
・
併
し
特
別
貢
献
に
霧

的
で

あ
。
。
何
叢

れ
ば
贅

が
謝
攣

ゑ

難

い
か
・り
・
い
ふ
。
併
し
護

明
に
蒐

勇

。
何
れ
産

制
的
で
あ
ろ
・
セ
リ
グ
;

む
変

の

-

論

調

特
別
課
徴

の
木
質

第
九
巻

(
第

四
號

・

五
三

五

二
六

量

少
弼
難

・
あ

値
〒

・
ル
ζ

甕

ば
、
落

書

に
・
箇
人
径

箇
人
の
團
降

醤

市
瓢

　

画

家
に
向
っ
て
爲
さ
る
、
分

縛

付
で
、
之
よ
ワ

、て
諸

家
的
設
備
護

吝

於
け
・
部
分
的
鴛

充
足
の
爲
曽

・
餐

国
家
縄

祉
婁

の
拠
行
の
爲
め
挽

ふ
べ
き

も
の
で
あ
を

い
ふ
.、ぜ、
で
あ
り
、
鐙

・
ケ
ル
に
依
・
ミ

分
携
金
盃

公
の
製

及
宜
舞

馨

に
學

ろ
報
・償
で
乏

に
よ
星

じ
た
る

爾

の
歪

の
爲
め
に
し
、
併
し
芒

於
憂

際
の
官
務
の
喜

喜

も
の
で
、
彼
は
牽

.至

幕

別
馨

'豪

き

"
一幕

⊆蓉

島

・m,吾

μ・冨

)
石

器

・季

。
薯

が
会

務

・
ふ
特
別
羅

各

分
蓼

に
嘗

・
目
的
税
ぴ

壽

計
で
あ
舳
・

ラニ

特

徴

「

「

・

旨

・
.

、

ー

ー〔い
必

要

的

特

徴

∬
.
.

・

ラ

ユ

轡

一
の
課
徴
物
え
る
こ
ご
一

死
は
特
別
課
徴
が
他

の
任
意
寄
附
金
や
私
経
済
的
吸
入
と
も
異
り
、
而
か
も

之
を
或
學
者

は
課
税
椹

の
獲
動
に
依
る

「
〉

む
し
ろ
高
禮
叉
は
強
制
灌

の
獲

28)Ehebeエ ・g
,a.a.0.S、108-g.Heckel,Lehrbuch.1,S,III .

29)R・ ・ewwc・
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け

」

読
の
不
當
々

い
ひ
、
両
者
共
彊
制
曹

い
ふ
て
居

島

.

・

潔
　難

　　嚇　窯麹
　艦
越
u露
量
蕊

雛

遊

繍

聾

華

藁

囲
鯵

ε
.ふ
・
に
♂

愚昧
丁
・
な
い.
・
、
功
-
の
に
手
数
料
が
謹

し
・

瓢

無
難
儲麟
難
難　ヨ

エ

　繊
　　　蝶

…～　　　難
譲

　へ　
　

…
き
基

く
然
,
で
あ
。
が
、
既
に
司
洪
、
警

に
な
詮

、
覆

、

一
碧

盆
の
外
・
特
別

利
墾

は
少
く
竈

鋤
霧

隅

論

説

特
別
霰

の
本
質

第
九
巻

{第
四
號

五
三

書

士



論

説

特
別

課
徴
の
本
質

、

第
九
巻

(
第
四
號

五
四
)
.
五
二
入

朝
騰
騰
鰯
纒
絶
群
辮
総
朧
濃
贈縛
鵬一鵬
・

臨

よ
、
或
度
ま
で
は

}
般
人
以
上
に
特
に
人
な
る
利
益
を
受
け
な
ご
推
定
し
て
然

る
べ
き
が
あ

る
。
此

に
謝
し
、
其

歳

.

當
時
の
人
々
の
公
卒
観
及
常
識

に
從
っ
て
、
其
を
決
定
し
て
特
別
の
課
徴
脅
寫
す
べ
き
も
の
で
あ

る
。

驚

垂

六
)

。
,
グ
マ
任

窮

羅

・
爲
灌

、
政
僅

報
警

し
三

密

鐘

・
・
行
藻

魯
・
忽

租
婁

黛

…

放
鷹

登

簿
燃
嚢
灘
矯
蜂
瑠鷺
拠籍
郷鐵
騰
鑓
灘
撒婦噛擁∴
畑

特
別

課
徴

、、
叢

料

.、
の
類
似
讐

し
て
、
政
府
の
轟

段
な

ろ
動
哲

射
芸

陪
僖

於

1/
・
支
誓

い
ふ
こ
ご
塞

ぐ
・
フ
・
ッ

て

分
携

蝦繰
難
撒
　…鱒
撫
講
ギ
一蹴
羅

雛
難
騨
…麟
論踊儲
蠣
欝
…礁
解　擬
慰
警
報

唖



垂

t
;

」

エ
y
ス
。
・

ン
、
ビ
,
ン
。
キ
在

、
露

寒

透

料

2

聾

し
、
・
。

ム
・
に
牽

姦

料

の
同
類

彰

・
、
フ
グ
す

・

ば
此

が
曜

手
数
料

の

特
段

な
.ろ
種
類

ピ
見

ら

ろ

、
こ
ξ

に
諸

の
理

由

あ
り

ピ
駕

し

、

オ
ー

デ

ン
キ

ル

ヘ
ン
け
往

々
に
し

て
人

が
分
旛

金

か
廣

義

手

殿

料

に

入

れ
、
然

ろ

ピ
壷

雌
此

が
狭
義
手

数

料

"」
分
櫓

金

竃

F
分
た

ろ
こ
し

、

ノ

イ

マ

ン
ー1
勝

義

手
数

料

の
中

に

a
公
務

及

企
業

手
鍛

料

た
含

む

所

の
中

間
義

の
手
数

料

ご
b

分

携

宏
ε

か
含

め

、

シ
エ
フ

レ
ー
11
、
分
櫓

金

ψ」
手
数

料

ぐ」
11
反

封
給

付

の
爲

め

の
給
付

た
ろ

こ
と

に
於

て
共

通

で

、
　

"此
寵剛
者

に

租
税

ド
鋤

山並
し
、
I
i

此
分

櫓

金

か
聞仙
甜
脚貸
本

に
從

っ
て

湘
…定

さ

る

曳
ピ
斗
」に
て

も

、決

し
て

州租
税

ご
見

ろ

べ
斗
」も

の

で
な

い
己

い
ふ
♂

うは

一
定
地
域
内

の
受
金
着
に
酬
賞
す
べ
き
も
の
な
る
こ
ご
一

此

が
手
数
料
ご
特
別
課
徴

と
を
匠
別
す
る
要

(

黙

で
あ

る
。
手

敷
料

で
あ

髄
ば
、
受

猛
者

の
何
人

か
は

施
設
利
用

の
各

出
來

事

の
現
は
れ
.ざ
る
以

上
は
分

ら
ぬ
。

併

し
特

別
課
徴

で
あ

る
ご
、

」初

め
よ
り
其

の
或
施

設

に
よ

る
受

益
者

は

一
定
地

域

の
特
定

さ
れ
だ
者
一ご
い
ふ
こ
ご

…
が
明

か
で
あ

る
。
之

に
謝
し

て
分
配

さ
る

、
こ

ご
に
な

る
〔註
気

∀、
此

黙

か
ら
租
税
を
見

る
ご
、
租
税

に
は
右

の

二

の
場

合

の
孰

れ
も

が
あ
り
得

る
。
勿
論

此
に
は
利
益

ご
い
ふ
關

係
は
な
く

、

「
定
地
域

と

い
ふ

こ
ε
は
適
切

で

な

い
け

れ
ご

も
、
義

務
者

の
豫
定

ε
否

ご

い
ふ
こ

と
か

ら
見

て
斯

く

い
ふ
事

が
出

凍

る
。

〔註

[
八
)

・
ー
ズ
ウ
ナ
ー
タ
ー
-f
-
特
別
課
徴
ば
或
地
方
風
内
に
配
常
ぜ
ら
れ
、手
数
料
に
或
機
會
の
生
マ
る
斗

・に
の
み
微
牧
ぜ
ら
る
ぐ」
い
ふ
。

セ
リ
グ

マ
ン
も
特
別
課
徴

に
1工
課
徴
庭
城
な
か
る
べ
か
ら
す
蝉」
.い
ひ
、

エ
ー
.ヘ
ル
グ
は
手
取
料

ε
の
匠
別
ピ
し

て
、
其
珊
由

が
當
該
地
方
施

設
ド

よ
り
て
、
土
地

の
或
場
所
的
ド
分
界
ゼ
ら
れ
た
ろ
團
塊
の
爲

め
に
存
す

ろ
所

の
利
益

ド
存
す
ミ

い
ふ
ご

ミ
々
拳
ぐ
る
。
ビ
ル

ン
バ
ウ
ム
に
至
て
に
・

分
櫨
金
の
意
轟

々
租
程

の
其
よ
り
匠
刑
す
ろ
こ
ず、
11
明
瞭

砿
ら
ず
ぞ㌧
い懲

、
.而
か
も
分
増
金
こ
し
て
唯
義
務
者

の

一
定

の
範
囲
よ
り
の
み
徴

収
す

訂

。へ
訪
、だ
け
Y
.「ド
て
に
、
臆

測
細瑕
慣

こ
い
ふ
ご
ε
あ
ろ
,へ
し
セ
㌧
い
ふ
て
巳
偵
ゐ
。

或

は

此

事

を

表

は

す

薦

め

に

、

特

別

課

徴

の
方

は

永

続

的

事

物

に

基

き

、

随

っ

て

壷

振

に

依

っ

て

課

徴

せ

ら

れ

、

論

説

特
別
課
徴

の
本
質

・

第
九
巷

(
第
四
號

五
五
)

五
二
九

36》
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…
論

議

特
別
灘

の
養

・

箋

巻

露

罷

美

〕

五
三
。

…

姦

料
の
方
丘

欝

出
峯

に
基
・
、
攣

難

濫

用
・
て
談

事

も
い
ふ
が
垂

九
)・
又
.嘉

す
れ
ば

其

・
や
う
・
見
・
・
.
例
之
、
薪

叢

響

・
ひ
、
璽

響

・
ひ
・
其
葬

所
雑

の
設
立
維
持
こ
い
ふ
が

如
き
永
続
的
施
設
に
つ
き
て
手
数
料
を
取
る
の
で
は
な
く
、
真
赤
績
的
施
設
の
箇
々
の
利
用

に
つ
い
て
手
藪
料
を

.

取

る
の
で
あ
・
。
そ
し
て
藷

婆

の
建
設
に
掌

・
窮

課
徴
異

る
く

、道
路
橋
梁
が
永
奮

の
も

の
で
あ

っ
て
、
其
籔

し
取
・
の
で
あ
・
。
併
し
其
道
鷺

梁

の
建
蕃

の
矯
め
の
特
別
課
徴

ε
い

へ
ば
・
其
建
碧

い

ふ
ご
。
は
全
£

鷺

。
出
筆

ご
・

・
留

る
.
羅

・
叢

墓

毒

撃

象

・
て
、
覧

纂

・
適
用

す
る
忌

は
可

手

・
も
・註
・
9
、
第

課
禦

学

し
も
墓
帳

に
よ

り
繰
返
・
取
ら
る
あ

で
な
く
・
間

三

回
.面

接

ら
る

へ
こ
ξ

あ

る
。
其
故
此
塵
別
方
法
は
適
當
で
な
い
(註
二
こ
・

垂

き

甚

・
・
マ
・
の
薯

・
・
璽

あ
・
。
窪

目
{

薯

の
轟

暴

σ
・
叢

料
昊

の
間
接
磐

均
・

〈
・
喬

の
纂

妻

に
毒

袈

態
・
霧

縢

・
於
て
、
砦

麗

の
躍

な
・
要
求
・
際
し
て
(官
攣

特
・
煩
に
蔭

5
・
彼
是
れ
の
.國
蕎

制
摩

例
之
・

公
の
諾

器

、
璽

施
馨

の
利
用
・
際
・
て
佛
ふ
べ
轟

償
で
、
砦

墾

喬

の
出
奪

の
墾

藤

昇

ξ
、島

不
能
の
鋤

に
、

擁
ふ
べ
姦

.
つ
吾
、て
し
、
此
・
止
・
ろ
所
・
期
翠

補

し
て
-
豫
・
定
・
・
…

寡

出
来
…

誕
.

ト
記
覧

る
㌦
、ミ

奮

來
な

い
。
堅

地
支
藩

於
て
墜

量

・
潔

出
来
事
・
聖

・
於
嘉

ふ
べ
薪

誇

つ
ミ

の
み
音

響

も
ぞ

あ
ろ
・
.瓦
之
・
分
墾

は

直
麓

.、
均
、
≦

窩

蕩

に
侠
ら
な
い
で
、永
繕

事
筥

一

、
秦

的
状
態
・

・
　

単

側
之
・
蓼

・
嚢

的
永
久
的
利
更

議
.

鍵

、
喬

、
堤
防
、
泉
水
、
密

舞

如
吾
、公
・
設
笹

鮨

係
所
薯

・
筆

・
所
・
〉
・
馨

…

響

・
ξ

護

で
、
斯
か
.柔

嚮

導
竺

豫
論

穿

る
…
、疇

能
鶏

め
に
、
挑
ふ
.へ
轟

登

毒

・
坐

ろ
ぺ
・
期
間
編

・
・
豫
・
馨

・
れ
・
之
に
從
て
誕

に
登
録
さ
れ
得

る
も
の
で
あ
る
ぞぷ
.

●
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(註

=
O
)

手

数
料

に
て

も

、
設
備

々
常

用

す

る
が
如

き

者

に
耕

し

、
塵

帳

的

に

ご
り

、

一
年

分

つ

つ
纏

め

て
取

る
こ

ピ
も

出
來

ろ
。

-

〔註

「
=

)

さ

れ
ば

ロ
ー
ズ

ウ
ナ
ー

タ
ー

に
ノ
イ

マ
「ン
の
匪

別

に

、
眞

實

よ
り

に

、
外
見

的
で

、
匠

別

の
助

ピ
な

み
エ
リ

は
混

雑

々
生
す

る
ゼ

の

ぜ㌧

い
ふ
謡

ー
テ
.
キ
ル
ヘ
ソ
此

購

畳

際
に
続

持
{

窪

い
。
例
之
、
運
河
羨

料
が
、
其
水
鶏

利
用
爵

し
て
・
運
河
分
馨

が

編

出
来
事

F
?
ざ
課
ゼ
ら
る
ろ
.
一

髪

す
み
所
の
誕

に
解

し
て
分
裂

の
驚

.、
・
ふ
.
、
.、
に
、
曾

に
殆
・
・
誉

れ
奄

一

.
オ
。

㊨
其
他

の
特
徴
一
.
以
上
は
地
種

の
類
似
牧
人
ε
匠
別
す
る
爲
め
に
敏
く
べ
か
ら
ざ
る
主
要
特
徴
で
あ

る
。
此

に
荷
別

に
若
干

の
注

意

す

べ
き
特

徴

が
あ

る
。
左

の
如

く
で
あ

る
。

ラ@
當
該
施
設

の
費
用

の

一
部

を
充
な
才
が

薦
め
な

る
こ
ご
1

此
は

夫

の
租
税
の

「
種
た
る
目
的
税

の
如

セ

く
、
明
確
に
牧
入

の
用
途

を
指
定
す
房

意
味

で
は
な
い
。
之
が
吸
入
を

一
碧

計

に
入
れ
て
使
用

す
る
を
馨

.

る
の
で
あ
る
が
、
併

し
其
本
質

上

、
之

を
取

る
所

以

の
も

の
が
、

夫

の
費

用
を
充

な
す

遭
い
ふ
こ

と
に
あ

っ
て
、

費
用

の
入
ら

な
か

っ
た
場
合

に
は

(例

之
、
道

路
が
全

く
寄
附
金

で
出

来
た
場
合

の
如

き
)
、
最
早

、
特
別
課
徴

を

取

る
必
要

な
く
叉
理
由

も
な
く
、
其
費
用

の
か
か

る
場
合

で
も
、

之
を
超

え
て
取

を

べ
き
も
あ

で
は

な
く

、
必
ず

　

ヒ

其
費
用

の

一
部
限
り
手

べ
き
を
明
か
に
す
る
の
で
あ
る
・註
一三
∀。
元
護

府

の
施
設
羅

利
牧
人
に
聞
す
る
も

防

を
醒

し
、
疲

的
關
係

の
な
い
も

の
は
な
い
。
公
益

の
蜜

に
・
な
嫁

の
豪

い
・註
二
・
・)。
器

故

羅

利

詔
収
入
に
蝸
す
る
も

の
は
別
こ
し
、
其
他

の
方
面
で
は
施
設

の
費
…用
の

一
.部
は
必
季
や
租
税
に
依
る
べ
き
で
あ
る
。

　其
如
何
な
る
露

で
か
は
簡

・
の
慮
設
に
よ
り
考
慮

し
な
け
れ
ば
な
島

が
・

一
部
は
必
ず
租
税
に
依

含

蓄

一
論

説

腐

綴

の
養

、

第
九
巻

露
四
勝

五
七
)

五
三
.

「
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論

説

特
別
課
徴
の
木
質

第
九
巻

(第
阻
號

五
入
)

五
三
二
.

.
、

.

要

す
る
。
故

に
特

別
課
徴

で
費

用
以
上
を

取

っ
て
ば

菰
ら
ぬ
。
費

用
以
内

で
な
け
れ

ば
な
ぢ
ぬ
。
又
政

府
が
公
称

鳴

つ
き
特

別
人
に
謝
す

る
特

別

利
益

を
考

慮
す
る

の
は
全

く
例
外
的

の
こ
ご
で
あ

る
か
ら
、
政
府

に
て
別
に
費

用

.

を
要

す
る
こ
と
の
な
か

つ
投

遣
き

は
、
假

令
我
人

に
特

別
利
金
を
與

え

て
も

、
其
關
係

よ
b
し

て
特

別
課
徴

を
爲

す

べ
き
で
は

な
い
。
併

し
此
場

合

の
特

別
利
益
を
全
然
課
徴

せ
す

ご

い
ふ

の
で
は

な

い
。
之

を

一
の
不
勢
利
得

こ

し

て
能
力

に
撮

る
土
地

増
儂
視

の
如

き
も

の
に
て
捕
捉

す

べ
き

で
あ

る
。

(註
二
二
}

ロ
!
。不
ウ
ナ
ー
タ
ー
に
、
特
別
課
徴
ぼ
利
益
し
た
乃
財
産
所
有
者
に
特
凋
利
釜
の
結
果
な
生
ア
う
だ
げ
多
く
の
費
用
存
充
た
す
.へ
く
課

守
る
だ
σ
〔其
裂
.
昆

例
し
て
に

て
の
み
正
常
で
あ
を

い
ひ
・
〒

ア
ラ
占

第

一
位
表

書

於
て
生
じ
た
ろ
設
璽

券

爲
雰

饗

が
課

ゼ
ら

れ
得

る
所

の
)

に

て
一1

、
多

く

一1
唯

だ

費
用

の

】
部

の

み
が
充

足

に
來

ゐ
。

其

分
前

々
市

町

村
薗

ら
も
が

、
彼

よ
7一
保

護

さ

ろ
べ
岳

公

益

F
顧

か
て
櫓

ふ

べ
吾
で

あ

み
こ

い

ひ
、

エ
ー

ベ

ル
ヒ
に

、
夫

の
費

用

の
全

都

叉
に
大

部

分

々
隣

人

に
課

マ

る
原

則

ば
誇

張

さ
れ

て

は
砒

ら

η
。

何

ピ
な

れ
ば
斯

か

ろ
設

爺

の
利

益

に
於

て

、
曹

に
當
該

象
屋

及
土

地

の
所

有
者

の

み
な
ら

ず

、
凡

べ
て

の
住

民
も

が
興

か

ろ
こ

ピ
が
否

む

べ
き

で

朔

な

い
か
.ら

ご

い
ふ
o

ガ

ル
グ

ト
、

バ

ス
テ
ー

ブ

ル
等

亦
同

地愚
昧

の

こ

ご
々

い
ふ
o

(註

一
一ミ

)

ロ
ー
ズ

ウ
オ
ー

タ
ー

に
特
別

課
徴

ご
手

数
料

こ

の
類

似

胎

こ
し

て

、
公
金

の
.博
、始

的

元
素

な
含

む

二
ぐ」
々
擧

げ

、
ナ
ー

デ

ン
キ
.ル

ヘ
ン

も
手
数

料

及

分
櫓

金

の
徴

牧

の
前
提

に
此

が
公
益

の
爲

め
設

け
ら

れ
叉

は
維
持

ゼ
ら

る

る
施

設

り
爲

め

に
要

求

ゼ
ら

る

る

こ
ピ

に
在
り

ピ

す
。
ネ

鱒

ル
フ

ロ
イ

ン
ド
も
同

見
o

ラ
　

ラ

ラ
　

ず

〃、7
特
段

な
る
利
益

に
悉
じ

て
配
當

さ
る

る
こ
ご
f

此

は
前

の
A

の
ろ
よ
り
當
然

生
魚

る

こ
と
で
、
特

別
課

(

(

(

一
徹

の
性
質

上
當
然

の
こ

ご
で
あ

る
。

租

税
の
給
付
能

力

に
擦

る
に

勤

し
て
は

之

ご
の

匠

別
特
徴

の

一
と
も

な

る

　
ド

一
垂

二
四
)。
特
に
普
國

の
法
律

は
明

か
に
之

を
規
定

し
(註
二
五
}、學
者

に

よ

り
て
は
之
に
重
き
を
置

く
所

で
あ

る
が
(註

40)Rosewater,1・c・p・136・
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二
六
)
、
之
を
以
て
叢

讐

農

別
裁

手

る
は
響

て
居

る
。手
数
轡

讐

、
刑
事
手
無

の
如
為

盆
ε

.

い
ひ
讐

特
別
の
も

の
騎

・
し
、
其
他
論

盆
薫

じ
て
.も
配
賞
し
得

・
所
で
あ
・
の
み
な
黒

垂

七
・・
實
際

め
立
法
に
て
は
分
辮
金
に
て
も
貿
際

の
利
益
を
問
繁

、
軍

に
推
定
さ
れ
た
る
利
益
に
糠
る

も
み
る
か
ら
〔註
二
八
)・

〔註

二
四
)

.
-

ン
琵

に
蕎

利
益
の
馨

髭

ひ
、
費
用
雰

警

て
満
足

凄

し
・
此

が
恰

券

櫓
金

の
査

で
あ

§

い
ひ
三

ツ

¥

¥1
個
利

益

に
從

ふ
て

測
定

す
べ
き

も

の
ピ

し

、

バ

ス
テ
ー

プ

ル
ー1
此

が

・
更

け
ら
れ

た

ろ
利

益

匹
蟹

じ

て
負
捲

存
分

撫
す

る
方

法

な
り

こ
い

ふ
。

.

。
ー
デ
.
キ
ル
・
ン
髭

に
葦

租
嘗

於
げ
・
が
如
・・給
付
能
力
の
肇

な
く
・
叢

料
に
て
往
奇

韓

・
如
く
・
給
籠

力
薯

寧

ろ

、、、、
も
芒

・、
い
ふ
。
ロ
}

・
茗

↑

に
、
罷

寮

め
に
國
祭

蓬

・
所
得

支
出
等
の
蓼

標
準
隻

諮

力
の

奮

し
て
取
ろ

・
、
特
農

警

必
然
禾

動
募

所
薯

量

£
・
る
ろ
利
誓

割
食

讐

て
分
配
ぜ
ら
る
べ
し
"」
い
滴

「

垂

=
五
・
醤

聾

澱

物
渚

て
返

手
数
留

湯

襲

・
纏

及
馨

票

充
・
さ
る
る
茄

く
饗

す
べ
　

督

し
、
御

書

利

む

釜

F
從

っ
て
測
定
す
べ
き
も
の
ε
零

.

〔註
;
六
v

下

プ
・
キ
…

蓑

・
め
・
。
日
-
・
叢

料
呆

質
的
量

妻

…

其
誓

が
差

よ
つ
て
嚢

の
費
用
の
妻

さ
ろ
ろ

が
如
く

に
測
霧

ら
・。
る
、
ξ

で
、
一

此

に
給
蔑

藷

遮

慣
讐

つ
き
て
の
割
信

存
し
な

い
。
分
婁

は
其
高

さ
に
於

て
・
其
韓

の

モ

縄
濟
的
慨
値

に
從

っ
て
精
密
に
定
め
ら
れ
た
る
報
酬
で
あ
ろ
ご
♂

.

.

〔註
二
七
)

諸
響

の
聾
し
ろ
所
で
め
・
。
例
之
、
妾

ナ
虚

日
く
、
費
用
賠
償
元
素
ミ
特
別
蟄

元
警

・雫

昼

は
當

塁

或
暴

食

に
て
或
量

に
他
元
素
・、結
合
し
て
、
叢

料
の
牽

あ
測
定
の
爲
め
に
適
用
暴

ろ
.へ
寺
歴

危

ぼ

…

1
ベ
ル
・
亦
た
・
或
馨

に
に

此
星

ぜ
ら
砦

る
輩

が
麗

鐘

か
れ
て
測
定
が
行
粍

、
第
二
の
揚
食

単

数
料
の
標
警

灸

に
繋

る
給
付
糧

値
に
求
む
べ
し

ぐ、
い
ひ
、

ヘ
ソ
ケ
ル
ち
手
段
料
に
測
定
及
高

さ
に
於
イ
、
二
の
観
察
猫

皿
71
定
め
ら
う
ろ
。
生
ぜ
ら
れ
た
る
畳
用
の
充
足
叉
埋
物
用
給
付
の
賠
蛍
の

萎

・、
、
給
付
の
債
隻

は
特
別
報
償
華

・で
あ
・
・
写

、
・
事

臼

手
躍

の
高
直

認
可
等
集

む
・
者
が
波
長

計
興
に
　

生

ぜ
・
れ
・
・
利
寒

自
ら
暑

・
度
、
怪

異

・
鍵

・
・
行
爲
量

り
引
起
・
れ
・
・
粛

・
農

匙

ゆ
う
一

話

來
な
ざ

い
滴

論

説

赫
別
課
徴
の
本
質

第
九
雀

(第
四
號

五
九
)

五
三
三

良2)

43)

44)

孟5)
辮 蕪 鍵 欝 貴論;∫'1
Wage
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論

説

特
別
コ課
徴
の
木
質

鱒
…九
巻

(第
叫
[號

六
Q
)

五
三
匹

.

(註

=
八
∀

　

ズ

ウ
ナ
ー

タ
ー
喪

が
阻
£

ら
れ
た
ゆ
ざ
推
定
せ
ら
う
ろ
特
段
な

る
利
益
に
比
例
し
て
牒
徴

さ
る
二

ひ
(
バ
ス
テ
ー
ブ
ル
も
、

ド

一
此
が
標
準
た
ろ
坪
数
、
間
口
・
慣
値
、
表
面
積

、
何
れ
も
が
恨
定
商
利
盆
で
・
決
し
て
現
数

ゼ
ら
る
ぺ
か
ら
ざ
ろ
利
益

の
標
準

こ
し
て
取
ら
う
る

….

み
得

こ
い
ふ
。
そ
し
て
覗
μ國
の
地
方
課
徴
物
法
第
十
條
が
F
L
法

二

八
七
五
離
の
〕
第
†
五
條
の
分
搬
金
な
認
む
る
が
・
ナ
ル
デ

ン
キ
ル
ヘ
ン
の

∵

鷲

・
暴

禁

・
　

・
・
・
・
…

畜

・
曝

毒

・
利
慧

・
…

所
　

・
↑

・
・
の
藝

量

・

く

一
て
は

、
普
國

の

ご
異
り

、
設
備

の
農

用

に
依

っ
て
定

め
ら

ろ
`

い
ふ
。

うは
其
高

さ
が
利
益
の
債
値
を
超
え
な
い
こ
ご
i

特
別
課
徴
が
特
段
な
る
利
益
に
謝
す
る
報
償
た

る
以
上
は

(

ラ

ラ

當
然

の
こ
と
で
あ

る
。
A

の
ろ
よ
り
當
然
生

す

る
こ
と
で
あ

る
。

學
者

に
よ

っ

て
は
之
み
.も

一
の
特
徴

と
す

る

(

(

コ

タ

(註
二
乳
)。
租
税
に
勤
し
て
は
特
徴
に
な
る
が
、
手
敷
料
に
劃
し
て
は
必
中
勾
も
匠
別
特
徴

に
な
ち
ぬ
。
尤
も
刑
事

　対
立

せ
ら

る
る
所

で
あ

る
が
畦
恰

か
も

利
益
能
力

の
標
準

の
結

果

で
あ

る
。
尤
も
之

に
反
劃

の
見

も
あ

る
が
(註
三
〇
)

…
手
敷
料

の
如

く
特

別
利
益

と
い
ふ
こ
ご

の
い
ひ
得

な

い
だ

け
に

て
は
別
段

で
あ

る
。

.

ハ
註

=
九

)

例

之

・

オ
ー

デ

ン
キ

ル

ヘ
ン
。

…

セ
リ

グ

マ

ン
ー
-特

に
注

意

し

て
曰

く

、
貢
旛

が

特
別

利

益
な

超

19

ろ
ε
昔

に
無

功

で

あ
ら

う
。
河

鱒

ピ
な
れ
ば
橋

掛
な

ろ
利
益
よ
り
も
多
く
畑
賀
撫

ぜ
し

ろ
こ
こ
は
賠
償

な
く
し
て
私
有
財
産

々
取

み
こ
ミ
に
均
し

い
か
ら
と
。

うに
利
益

に
勤
し
比
例
的
な
る
こ
ビ
ー

此
は
能
力
標
準
に
射
し
て
比
例
叉
は
む
し
ろ
累
進
な
る
べ
き
租
税
ご

〔

9

其

は

通

説

で

は

な

い
。

(
註
三
〇
)

例
之
、
パ
ス
テ
!
プ
ル
に
曰
く

、
(此
が
眞
實
の
利
益
に
依
ら
す
し
て
假
定
的
利
益

に
粧

う
も

の
故

〉此

に
比
例
貢
捲
の
必
要
な
し
。
立

動

法

者

は
財

産

の

一
屏
大

な

ろ
塊

な

も

つ
者

に

}
暦
重

惑
比

率

に
て

課

で

る
こ

ε
か
得

-へ
し

ε
。

ラ

ラ

ラ

ほ
施
設

の
利
益
が
可
分
的
な
る
こ
苞
-

此
は
A
の
ろ
の

一
面
で
、
兎
に
角
特
別
課
徴
で
は
之
に
關

す
る
施

〔

(

(

46》

47)

48)

49}
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一
議

の
利
益

の
可
分
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
は
當
然
で
み

る
(註
三
ご
。
虻
ハが
租
税
と

の
匠
別
と
な
啓
軌

二

註
三

ご

.
-
ズ

・
オ
一

歩
ー
に
特
別
課
徴
・
場
合
・
利
讐

特
別

・
し
'㌧
測
定
真

言

の
で
・

・
…

租
税
の
方

の
梨

に

一
降

で
精

薄

る
測
定

の
篤
し
撃

も
誓

い
ふ
。
セ
ー
グ
マ
ン
も
摩

同
誓

こ
寒

い
ふ
蜘

、

ラ

一
一
卜
各
全

域
階
緩
の
成
塁

し
て
2

課
誉

る
・
旨

-

此

篤

の
ω
の
一
面
で
・
之
に
依
っ
て
手
数

(

(

　
　

料

が
各

人

を
各
人

ε
し

て
課

す
る

の
こ
封

立

せ
し
.め
ら

る

＼
(註
三
二
)。

註̂

=
三

)

ロ
ー
メ
・
オ
ー

タ
ー

、
・
}

マ
ン
之

塞

・
。

　

・
穿

鑿

・
塑

・
・
設
毯

蕎

・
盤

の
矯
め

の
魂

誓

い
ひ
一

占

的
が
蕃

堕

あ

ろ
存
在

に
嵜

て
の
み
讐

ら
る
ピ
い
溺
の
に
此

高

趣
旨

に
蹄

ち

論

うに
特
に
多
く
地
方
財
政
に
現
は
る
、
こ
と
一

此

は
畢
竟
此
が
特
段
な
る
利
盆

に
關
す
る
爲
、め
で
も
あ
る
が

り

藝

三
.、
均
し
碁

段
利
盆
に
膠

て
も
手
警

の
方
は
國
家
財
政
に

も
可
な
り
現
鯵

み

に
・
第

課
徴
の

噂

に
多
く
現
は
。
、国
家
に
見

る
こ
易

少
い
の
は
、大
品

の
憾
.

・
ふ
如
・
膝

が
地
方
・
場
倉

は
起
・

　易
き
。
、
。

の
場
合
に
は
起
り
難
く
、
鍵

利
藷

係

こ
い

・
ぱ
精
々
、箇

・
の
場
禽

利
用
・
・
星

書

奮

で
あ

ろ
。

兎
に
角

革
實
地

方

に
特

別
課
徴

が
多

い
〔駐
三
聖

。尤

も
地

方

に

の
み
限

る
F{註
三
五
)
と
い
ふ
に
は
及

ば
ぬ
。

(註
三
三
)

ロ
羨

・
オ
ー
夕
占

腎

、
蓑

共
轟

の
縫

に
於
て
、
利
醤

背

勢

財
政

に
於
董

謬

る
嘗

ボ
働
く
戯
・

垂

三
四
;

グ
ナ
ー
に
霧

金
・
饗

州
・
財
啓

謬

ξ

　

に
・.小
な
・
地
方
團
階

特
に
嚢

市
町
村
の
財
政
に
現
に

ゐ
ε
い
ひ
嘉

ル
グ
,
此

が
蓋

な
る
重
器

市
町
村
財
政
t

つ
.、
い
ひ
三

五

ル
・
髭

電

力
鍛

に
薯

で
は
な
い
が
・
善

玉

異

な
ガ
範

園
長
て
現
に
ろ
.、
い
ひ
、
-.
。
チ
呪
具
墨

が
釜
セ
莫

ε
　

、
特
に
勢

鍛

…

ゼ

・
ひ
、
・
弘
・
↓

古

豪

努

努

鎮

の
特
段
な
ろ
形
式
の
産
物

寒
い
ふ
。

論

説
.

騎

躍

の
養
.

・

第
窓

〔笛

號

六
『

五
三
王

50》

51)

52)

53)
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論

説

特
別
課
徴
の
木
質

,

～
、

第
九
奮

〔第
四
號

六
二
)

五
三
六

(註

三
喜

す

デ
ン
キ
ル

ヘ
ン
に
之

か
以

て
国
家
自
ら
用
ゐ
ざ
る
課
徴
物
ご
し
、
・
}

ウ

f

τ

は
特
別
蝋
徴
に
地
方
財
政
吊
眼

5
る

㌔
ド

　
む

租
碗
に
公
攻
入
の
全
範
園
袖
通
じ
て
其
活
動
舞
毫

な
持

ち
、
手
数
料
も
國

F
て
も
地
方
に
て
も
行
に
れ
得
ξ
す
。

うち
多
く
特
別
地
方
改
頁
に
現
は
る
》
こ
ご
i

前
記

の
特
徴
を
改
め
て
斯
く
す
る
こ
ε
も
出
來

る
。
往
々
に

.(

し
て
特
別
課

徴

は
此

の
み
に
限
ら
れ

な

る
も

の
ε
し
て

、
租
枕
及
手
数
料

の
活
動

範
園

の
廣

き
を

い
ふ
こ

ご
あ

る

む

(註
三
六
}、
其

は
少

し
く
極

端

に
走

っ
て
居

る
。

.

.

、

外

套

・六
:

ξ

ン
・
婁

甦

・
・
　

・
・
皐

警

…

畿

紬
.

咽

ラ

ラ

ラ
瓢

興
趣
欝

繊

駿

繍

蝋難
癖灘

濃

臓
鯛禦

欝

、

.　
　

　
　

・・ふ量

珊　

　

　
・ミ
、　

からいへば矢
岬

蕪
離
婚藻
篇
雑
羅
灘
"梱蝋鋤講
群
籍
瓢
諺

瓢
　　

藤
隷
驚
蜘購
編讃
謄踊嚇麟
難
総
総



一

き

も
・
ーナ
ー
・;

キ
ル
^
・
費

}

の
読

雰

繋

三

定
石

算
曹

難

読

　

禁

書

・
・
騒
三

定
の
盆

標
警

從

….

つ
て
各
人

に
賦
課
毫

～

の
、、
い
ふ
の

一・
之

に
雷
・
。

丁

ア
・7

も
亦
之

に
つ
雰

塞

に
通
製

の
如
く
に
手
数
料

藍

碧

ら

ぎ

い

一

ふ
.
早

、
。
蓼

ば

・
・
の
全
・
葎
毒

し
、
此
が
先
づ
雰

・
に
豫
鵠

・
・
奪

・
、
奪

・
的
・
・
三

・
・
分
・
謁

・
蓼

一

憂

の
毳

毳

言

誤
・;

ろ
あ

・
一

叢

醤

一
同
的
・
環

的
・
跨

起
し
た
叢

納
物
・
形
で
奮

て

市
町
村
制
馨

時
る

利

一
用
各

特
歴

る
讐

霧

の
業

捺

し
て
叢

ぜ
ら
れ
、
基
面
さ
が
喬

の
も
の
に
つ
土

定
す
・
も
・
合
計
額
茎

警

て
に
多
少
歪

　
う

な
も
の
で

あ
る
ご
。

ラC

間

々

特

徴

ご

し

て

擧

げ

ら

る

》
も

本

來

特

徴

投

ら

ざ

る

も

の

(

♂

ラ@
.繧

的
霧

に
萎

、
随
垂

、
覆

塞

き
て
課
せ
ら
・
≧

・
一

髪

以
て
・
特
別
課
徴
の
叢

料

無

す
る
霰

と
す
・
も
の
あ
る
こ
蓋

、
前
歯

禽

に
て
説
け
房

で
あ
・
が
・
其
の
暑

特
轡

い
ふ
べ

か
ら

ざ
る
こ

ご
も
當
時
併

記
し
控
所

の
如

く

で
あ

る
。

　
う

ぐ

一.

監

本
勘
定
の
爲
.め
に
即
ち
肚
會
の
永
続
的
設
備
姦

加
す
薦

め
に
せ
ら
る
と

と
一

此
を
以
て
.租
税

…

が
、
政
府

の
経
常
費

を
支
辨

す

る
爲

め
に
し
、
聴

に
.公

債
償

還

の
爲

め
に
せ
ら

る

＼
の
に
筆
立

せ
.ら

る

、
こ
と
も

.

あ
る
が
.註
三
八
)、
特
別
課
徴
に
て
も
永
欝

設
備
の
増
加

の
爲
習

い
へ
な
い
こ
嘉

あ
る
ど

例
之
藷

の
維

蒔
費

の
爲
め
の
場
合
)
、

随
て
は
之
に
て
輕
鐸

の
轟

さ
・
≧

ε
も
あ
り
、

勿
論
特
別
課
徴

の
場
合
.の
工
事
.

あ

費
用
を
先
づ
公
債
に
よ
り
て
辨
じ
、
.此
分
積
憤
逞
の
爲
め
に
、
之
を
課

す
る
と
塾
ふ
ご
ビ
も
あ
り
、
且

つ
租
税
.

寮
鷺

的
に
馨

、
震

の
霧

鐘

の
如
蓬

な
る
黍

件
の
馨

に
繋

る
≧

ご
も
あ
り
珊
.労

農

別

　

騎

観

騎

懸

果

質

第
蓉

第̂
四
號

さ

一=

五
三
七

57}OdeDkirchen.a.a.O.S .凸13・
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論

説

特
別

課
徴

の
木
質

、

第
九
巻

(第
四
號

六
四

)

五
三
入

は

不

満

足

で

あ

る

。
.

.

、

(註
已
八
)

ロ
ー
.入
ウ
ナ
ー

タ
ー
・
セ
リ
グ
マ
ソ
之
な
拳

ぐ
。
其
他

バ
ス
テ
ー
ブ

ル
が
・
特
別

課
徴
の
眞
の
特
徴

に
、・
所
得
上

の
回
斯
的
頁
塘
た
る

鋤

こ
己
の
代
り
ド
、
財
産
の
上
の
翠

一
な

ろ
責
癒
こ

い
ふ
こ
こ
で
め
る
こ
い
ふ
の
も
、
略
ぼ
同
義
で
あ
ろ
。

うは
其
利
征
が
不
動
産

の
中
間
物
に
よ
り
て
得
ら

る
N
こ
と
一

之

に
射
し
、
手
数
料

の
基
礎
た
る
利
益
が
不

(

動
産
、

又
は
動

産

に
聞

し
、
而

も
通

例
は
動
産

.
又

は
財

産

に
關
備

な
き
箇

人

の
性
質

に
關
ず

こ
い
ふ
こ

ご
も
あ

る
が
、

(註
三
九
∀、
成

程
特

別
課
徴

が
圭

ご
し
て
不
動
産

に
關

す

る
は
事
貴

で
あ

る
が
、
或
笹

葉
に
倒

す
る
こ

ご
も
.

.

あ

る
(註
四
9

。
其
を
準

不
動
産

的

ε
い

へ
ぬ

こ
ご
は

な

い
が
、
精

密
に

い

へ
ば

不
動
産

ご
は

い
へ
な

い
。

9
う

〔註
三
些

〒

ズ

ウ
オ
ー

〃
1
・
セ
リ
ζ

ン
ー
之

な
學
ぐ
。

重

ル
y
に
至
て
臨
些

風
味

に
て
分
婚
金

㌍
要
求

し
た
・
曰
く
・
或
地
方
事
業

に

て

一
定

の
各
笛

の
家
屋
叉
に
土
地
の
所
有
者

が
、
揃
示
す
.へ
く
直
接
利
用

に
て
關
保
し
、
叉
11
地
方
事
業

が
其
貴

行
に
放
て
私
征
に
顧
構
し
て

一

暦
大
な

み
出
費
彪
要
す
ろ
ξ
き
ば
・
當
一議

叉
益
者
に
特
段
な
ろ
分
楯

金
為
熟
ず
る
こ
ピ
ー1
正
當
な
る
が
如

し
ご
。

ラ
イ
ソ

エ
ン
ス
タ
イ

ン
も
分
権

金
の
義
務
者
に
常
に
市
町
村

に
在

る
土
地
の
所

有
者
也
ミ
い
ひ
、

エ
ー

ペ
ル
じ
も
土
地

及
建
物
の
所
有
の
事
實

葎
擧
げ

(
.ヘ
ス
テ
ー
プ

ル
が
財
産

朗

の
上

の
頁
旛
と

い
ふ
も
其
の
意
味

の
如
く
で

あ
ろ
。

(註
四
〇
〕

ポ
ル
グ
ト
に
全
て
に
定
義
の
申

ド
・
地
主
浜
膏
業
者
の
絵
付

ご
い
ふ
。

そ
し
て
普
園

地
方
課
徴

物
法
第
九
條
に
に
・
分
搬
盆
に
利
益
々

畏
く

ろ
地
主
及
蕾
業
主
よ
リ
徴
攻
す

う
も
の
`
定

め
、
パ
ー
デ

ン
の

「
八
七
九
年
の
市
町
村
傾
倒

七
+
二
棟

も
同
機
で
め
り
、
ヴ

ユ
ル
テ

!
ベ
ル

削

ヒ
に
て
も
地
主
屋
圭
及
螢
業
者
`
り
取

る
も

の
ピ
す
.

)
.

.
鋤

に
経
済
的
領
域
に
現
は
る
、
こ
ご
一

を
以
て
手
敷
料
ご
匠
捌
し
や
う
ご
い
ふ
者
も
あ
る
が
、
此
は
當
を
得

.

ね
。
手
敷
料
も
纒
濟
的
領
域
に
現
は
る
Σ
し
、
特
別
課
徴

に
て
も
公
益

に
關
し
随
ふ
て
非
経
済
的
ご
も

い
ひ
得

る

.

か
ら
。ラ

ほ
公
務
が
楼
造
物

の
制
定
及
管
理

に
限
る
こ
ご
1

斯
く
て
各
箇

の
機
能

が
官
羅
行
爲
よ
り
離

る
へ
こ
ご
北

{
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於

て
、
特

別
課
徴

が
手
敷
料

ご
異

る
ご
い
ふ
者

が
あ

る

が
、

(註
四
ご
手

数
料

に
て
も
均

し
く
富
麗

行
爲

ε
離

る

、
.

…
こ

ご
の
あ

る

の
は
道
鏡
橋

競

を
見

れ
ば
明

か
G
あ

る
か

ら
、
之

を
以

て
特

徴
ε

ず
る
に
は
足

ら

ぬ
。

デ

(詐
一四

=

ヘ
ツ
ケ
ル
の
墨

ぐ
ろ
所
で
あ
鬼

沢
ル
グ
ト
が
分
罐

錠
が
手
数
料

ご
異
る
鮎

こ
し

て
・
各
個

の
勤
務
給
付

の
直
接
の
賠
償
ε
し

て
現
に

⑬

`
.
.

れ
ず

ご

こ

ふ
の
』

同

義

弦
ら

ん
。

　ラ

.

へ
通
例
附
加
税
こ
し
て
徴
牧
せ
ら
る
、
こ
縞
1

を
以
て
手
敷
料

の
匠
別
特
徴

ご
t
る
こ
ご
も
、
今
日

の
法

(

脚

一

律

状

態

ご

は

一
致

し

な

い

の

み

な

ら

事

(註
四
二
》、

租

税

ご

特

別

課

徴

と

の
根

本

差

異

よ

り

見

る

も

、

後

者

を

前

者

.

に

附

帯

せ

し

む

べ

か

ら

ざ

る

こ

ε

が

明

か

で

あ

る

。

・

〔註
四

=
)

ナ
ー
デ

ソ
㌧

ル

～
ン
は
斯
く

い
ふ
。
尤
も
ア

ン
ハ
ル
ト
に
て
に

一
般

に
分
罐
金
為
・
嘗
該
土
地

に
掛

ろ
地
租
の
附
加
税
の
形

ド
て
』
微

撃

差

響

い
磁

」

ラ

　

ご
規
則
正
し
き
支
挽
載
る
こ
ご
一

此
が
手
敷
料

の
如
く
場
合
々
々
で
な
く
て
規
則
正
し
き
支
彿
で
あ
る
ε

(

〕

一
い
愈

の
が
穿

け
巷

も
・
此

は
正
賞
で
な
い
・
特
別
課
謄

面

的
支
佛

の
旨

が
あ
る
か
ら
・

うち

一
回
的
又
は
割
賦
的
支
佛
な
る
こ
と
一

を
以
て
手
敷
料

の
出
来
事
の
起
る
毎

に
取
る
の
に
封
せ
し
め
や

く

う

ご
い
ふ
説

が
あ

る
が
(茜

三
〕、
其

は
當

を
得

ぬ
。
維

持

嬰

の
爲

め
に
す

み
も

の
、
如

き
は
全
一
割

賦
的

τ
な
く

て

規

則

正

し

き

支

梯

ご

い

ふ

べ

き

も

の

で

あ

る

か

ら

〔註
四
四
}。

・
.

「

、

(註
四
三
}

ロ
ー
ズ
ゥ
ナ
ー

タ
ー
に
特
別

課
徴

に

「
度

に
徴
攻
ぜ
ら
れ
叉
に
精

々
利
子
な
含
む
所
の
割
賦

に
よ
噂
、
手
射
料
支
佛
義
務
1工
特
別
政
府

勤
務

の
匙
ろ
毎

ド
生
ず

ろ
ピ
い
ひ
、

セ
リ
グ
マ
y
も
同
様

の
こ
ご
々

い
ひ
、
エ
ー

ア
ラ
ー
も
バ
ー

ゲ
ン
に

つ
き
、
分
槽
金
は

一
定
額

ト
て
叉
は
割

賦
額
に
て
徴
攻

ぜ
ら
ろ
、
為
得
一

手
数
料
に
確
定
し
た

ろ
単
位
牽

に
從

て
徴
牧

ぜ
2

ピ
い
ふ
。

二
一

べ
.
グ
も
其
手
藪
料
に
封
ず
る
匪
別
ピ

鋤

・

し

て
・

此
が
往

タ
に
し
て
唯

一
回
的

給

付

に
存

す

ろ
こ

ピ
々
繋

ぐ
。

」

論

説

騎

.羅

の
養

r

第
九
巻

第
四
雌

六
五
v

五
三
九
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論

説

特
別
課
徴
の
本
質

.

.

第
九
巻

(第
四
號

⊥
ハ
さ

五
四
〇

政
府
.、し
程

面

的
に
携

'
.曜

事
々
行
ひ
、
倹

・、し
て
に
蟹

的
罰

・
養

難

容
易
ト
す
後

法
に
リ
・
・
カ
あ

勤
む
土

地

ム

る

㎝
孚
賦
銀
行
な
利
用
す

る
こ
遭
で
あ
る
。
.

.一

(註
四
四
　

ロ
ッ
ン
ヤ
ー
に
、
分
楯

金
は

一
回
的
給
付

ド
て
叉
に
設
備

の
維
持

の
爲

め
に
撒
攻

ゼ
ら
ゐ
く
い
ひ
、
ピ
リ
ン
ス
キ
ー
に

】
回
的
叉
に
規

も

一

側
征

一
譜
、奇

異

.」
い

ひ
、

ボ

ル
グ

ト
は

一
回

額

に
於

げ

ろ
徴
攻

が
分
櫓

金

の
本

質

に
属

し
な

い
。
此

が
回
期

約

文
11
綴

織

的
徴

牧

々
も
許

す

ミ

い

舗
・

・

し

ラ

へ

り
特
別
改
頁
の
建
設
の
前
に
又
は
時
ε
し
て
後
に
要
求
せ
ら
る
》
こ
&
一

之
を
以
て
手
敷
料

の
通
例
、
特

(

」

別

利
益

を
與

ふ
る
と
き

に
要

求

せ

ら
る

」
に
蜀
立

せ
し

め
ら

る

、
こ

ご
が
あ

る
が
(註
四
五
)、
・此

は
斯

く
精

密

に

い

へ
な

い
。
特

別
改
頁

の
建
設

の
み
に
限

る

こ
ご
既

に
不

満
足

で
あ

っ
て
、
英
雄
特

に
關

す
る
も

の

、
如
き
は
特

別

利

益

を
受
く
る
前

ε
も
後

ε
も

い

ひ
難

く
、
む

し
ろ
其

與

え
ち

る

、
時

と
晦
ふ

べ
き

で
あ

ち
う
し

㌔
手
敷
料

に

て

.

も
見

様

に
よ
り

て
は
特

別
利
益

の
與
え
ら

る
＼
前

文
は
後

ざ

い
ひ
得

る
こ
ε
が
あ
ら
う
。

〔註
四
五
)

・
ー
ズ
ウ
ォ
ー
タ
ー
之
F
拳
ぐ
。
〒

ア
ラ
i
』
バ
ー
ゲ
ン
に
つ
き
、
此
分
櫓
金
の
賦
課
が
當
該
設
備
の
實
行
の
前
に
も
後
に
も
生
じ

得
う
に
一

手
簸
料
ば
市
町
村
制
度
の
時
々
の
利
用
、
叉
ば
特
段
猛
る
地
方
勤
務
の
要
求
に
際
し
て
撒
散
せ
ら
ろ
ミ
い
ふ
。
ピ
リ
ン
ス
キ
ー
は
少

し
く
異
坊
が
分
権
金

に
各
回
的
實
際
的
の
任
意

の
利
用
に
勒
し
て
佛

11
る
㌧
の
で
な
く
て
強
制
的
ド
時

に
未
来
の
利
用

に
顧
慮
し
て
佛
に
る
N
も

お

β

、
す
。

ぬ

「
腓
的
な
る
賦
課
機
關
叉
は
既
存

の
通
例

の
機
關
に
よ
り
徴
牧
せ
ら
る
》
こ
と
1

之
を
以
て
手
敷
料

の

(

ゆ

乏

を
徴
収
す
る
に
永
久
的
機
關
を
要
す
乃
に
劃
立
せ
し
め
ら
る
＼
こ
ご
が
あ
る
が
。
此
は
塵
別
ε
い
ふ
程

の
値
は

…
な
い
。
既
に
特
別
課
徴
に
於
て
既
存

の
通
例
の
機
關
即
ち
永
久
的
械
闘
を
利
用
す
.る
以
上
は
、
眞

の
匠
別
特
徴
ε

…
け
…
い

へ

な

い

O

.

、
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